
第55回定時総会

第 1 号議案　名誉会員の承認を求める件
第 2 号議案　2025年度事業の報告ならびに決算書類の承認を求める件
第 3 号議案　法人法関連法令の改正に伴う定款条文の変更に係る定款改正案の承認を求める件
第 4 号議案　法人法関連法令の改正に伴う定款条文の追加に係る定款改正案の承認を求める件
第 5 号議案　正確性を向上させるための定款条文の変更に係る定款改正案の承認を求める件
第 6 号議案　法人の構成員要件追加に係る定款改正案の承認を求める件
第 7 号議案　定款細則廃止等に伴う会員資格喪失要件追加に係る定款改正案の承認を求める件
第 8 号議案　「選任」への用語変更を行うにあたっての定款改正案の承認を求める件
第 9 号議案　役員の制限付き選任等に係る定款改正案の承認を求める件
第10号議案　法令に抵触する恐れのある文章削除に係る定款改正案の承認を求める件
第11号議案　役員の資格喪失要件の追記に係る定款改正案の承認を求める件
第12号議案　政策参与の名称追記等に係る定款改正案の承認を求める件
第13号議案　章名称変更等の追記に係る定款改正案の承認を求める件
第14号議案　常任理事会の定款掲載に係る定款改正案の承認を求める件
第15号議案　業務執行理事会の定款掲載に係る定款改正案の承認を求める件
第16号議案　常設委員会の定款掲載に係る定款改正案の承認を求める件
第17号議案　事務局の定款掲載に係る定款改正案の承認を求める件
第18号議案　定款細則廃止等に伴う変更、および委員追加や用語の定義追加等に係る総会議事運営規程改正案の承認を求める件
第19号議案　処分決定プロセス変更に係る懲戒規程改正案の承認を求める件
第20号議案　議事運営委員の承認を求める件
第21号議案　選挙管理委員の承認を求める件
第22号議案　常勤役員要件審査委員の承認を求める件
第23号議案　懲戒委員の承認を求める件

報告事項　2025年度監査報告について
　　　　　定款細則廃止について
　　　　　2026年度事業計画、予算について
　　　　　休会制度の変更について
　　　　　2025年度本会会員の叙勲受賞について

日　時：2026年6月6日（土）13：00 〜 18：10、6月7日（日）9：00 ～ 15：30
場　所：ベルサール渋谷ファーストB1ホール

議　長：西浦健蔵（福岡）
　　　　豊田　輝（東京）
定足数：総議決権数　300個
　　　　6月6日  13時00分現在　議決権数274個（書面表決者14個を含む）
　　　　6月7日　９時00分現在　議決権数282個（書面表決者13個を含む）
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第 1 号議案 
名誉会員の承認を求める件

【提案理由】

本会名誉会員として、埼玉県理学療法士会、千葉県理学療法士会、東京都理学療法士協会、新潟県理学療法士

会、広島県理学療法士会、山口県理学療法士会、鹿児島県理学療法士協会から以下13人の推薦があり、理事会

審議の結果、総会への提案が承認された。

名誉会員規程第3条第1項に基づき、13人を名誉会員とすることについて承認をいただきたい。

【推薦会員】

柳澤　健氏、清宮清美氏、宮前信彦氏、西山晴彦氏、吉田久雄氏、井田興三郎氏、野本　彰氏、高田治実氏、

五十嵐進氏、深川新市氏、梶村政司氏、砥上恵幸氏、内匠正武氏

【結　　果】

出席した代議員の議決権数のうち過半数の賛成を得たため、定款第17条第1項に基づき、原案の通り可決され

た。

第 2 号議案 
2025年度事業の報告ならびに決算書類の承認を求める件

【提案理由】

定款第37条の定めるところにより、2025年度事業を報告するとともに、貸借対照表、正味財産増減計算書、貸

借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書、財産目録の承認を求めたい。

2025年度事業総括報告
■2025年度の主なポイント

I．医療政策環境への対応

診療報酬改定や地域医療計画の策定、国政選挙など、医療政策を取り巻く環境が大きく変化する中、本会は、

理学療法士の専門性および役割や処遇が政策の中で適切に位置づけられるよう、関係団体や政策関係者との連携

を図りながら取り組みを推進いたしました。

II．理学療法士の社会的役割の拡大

公衆衛生分野や地域包括ケアシステムの推進、DX・AIの活用に関する検討などを通じて、理学療法士の活動

領域を医療分野にとどまらず地域社会へと広げる取り組みを推進いたしました。

III．国際的プレゼンスの向上

東京で開催されたWorld Physiotherapy Congress 2025を契機として、日本の理学療法の実践および研究成果

を国際社会に発信いたしました。また、国際会議の運営・開催に関する取り組みが高く評価され、表彰を受ける

など、本会の国際的評価の向上につながる一年となりました。
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■本会を取り巻く社会環境

2025年度は、本会にとって組織運営および社会環境の双方において重要な節目となる一年でございました。2026

年に本会創立60周年を迎えることから、これまでの歩みを振り返るとともに、各種記念事業を行い、次の時代に

向けた理学療法士の役割を見据えた取り組みを進めました。また、本年度は役員改選期にあたり、組織の継続性お

よび発展性を確保する観点から、次世代につながる組織運営体制の整備を進めました。

我が国では、人口減少と超高齢社会の進展を背景として、健康寿命の延伸や地域包括ケアシステムの深化が重要

な政策課題となっております。疾病の治療のみならず、生活機能の維持・向上や社会参加を支援するリハビリテー

ションの役割は一層重要性を増しており、その中核を担う理学療法士に対する社会的期待は一層高まっております。

本会は、こうした社会環境の変化を踏まえ、理学療法士の資質向上と職域の発展、地域社会への貢献、そして組

織基盤の強化を柱として、2025年度事業計画において掲げた重点目標に基づき、各種事業を推進いたしました。

■公益目的事業の実施状況

事業計画で掲げた以下の5つの事業については、実施できなかった事業や計画変更した事業はなく、各事業の実

施目的は概ね達成できたものと総括いたします。

１．国民の健康と福祉の増進並びに障害と疾病の予防に資する事業

２．理学療法における学術及び科学技術の振興に資する事業

３．国際協力及び貢献に資する事業

４．教育機関に協力し、健康並びに教育の向上に資する事業

５．理学療法に関する刊行物の発行及び調査研究事業

１．重点目標に基づく事業の推進

（1）専門職としてのキャリアデザインの支援

　理学療法士一人ひとりの専門性向上と多様なキャリア形成を支援するため、養成教育と卒後教育の連続性を意

識した教育体系の検討を進めるとともに、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の見直しを踏まえた教育

の質の向上に向けた取り組みを推進いたしました。また、理学療法士教育の高度化を見据え、 4 年制大学化推進

事業を継続しました。

　新たな職域の可能性として、動物に対する理学療法の可能性に関する検討にも取り組みました。

（2）全世代の心身機能を支える理学療法業務の強化

　理学療法が、あらゆる世代の健康と生活機能の維持・向上に寄与する専門職として社会に貢献できるよう、公

衆衛生分野や地域社会における理学療法士の役割整理を進めました。

　具体的には、公衆衛生等理学療法業務構築・検討部会の活動を通じて地域における理学療法の役割を整理する

とともに、DXおよびAIの活用に関する検討、母子保健分野を含む保健領域での取り組み、さらには保険外領域

における健康づくり事業の検討などを推進いたしました。

（3）地域におけるリハビリテーションと健康づくりを支える理学療法士の自律性向上

　地域包括ケアシステムの深化および健康寿命の延伸に寄与するため、介護予防領域における中長期的事業計画

の検討を進めるとともに、フレイル予防や認知症予防など、地域における健康づくりの取り組みを推進いたしま

した。

　また、産業保健領域における理学療法士の役割整理やスポーツ理学療法の全国展開などを通じ、地域社会の多

様な場面において、理学療法士が専門性を発揮できる体制整備を進めました。

（4）本会事業を支える組織基盤の強化

　入会促進および会員定着については、なお改善すべき課題が山積していると認識しております。引き続き、各

種指標の動向把握および検証を行い、士会との連携をさらに強化し、継続的に改善サイクルを回す体制を構築し
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ます。加えて、会員増加を前提とした従来の組織運営の考え方についても見直しを検討する必要があります。要

因分析に加え、会員にとっての組織価値の可視化や、負担感との均衡、信頼関係のさらなる強化といった構造的

課題への対応が、今後の組織強化には不可欠であると考えています。

　一方で、公益法人としての事業を安定的に推進するため、組織基盤の強化にも取り組みました。生涯学習制度

の見直しや社会的評価の向上などを通じた入会促進および会員定着施策を推進するとともに、事業運営の効率化

や組織体制の改善に向けた検討を進めました。また、創立 6 0 周年記念事業を予定通り実施し、本会のさらなる

発展に向けた基盤整備を進めました。

２．2025年度を象徴する出来事

2025年は、本会および我が国の理学療法の歴史においても象徴的な出来事が重なる一年となりました。まず、

COVID-19の影響により本来2023年に日本開催予定であったWorld Physiotherapy Congress 2025が東京におい

て開催され、世界各国の理学療法関係者が一堂に会する国際的な学術交流の場が実現いたしました。本会は開催

地協会として同会議の運営に積極的に関わり、日本の理学療法の実践および研究成果を国際社会に発信するとと

もに、国際会議の開催・運営に関する取り組みが高く評価され、表彰を受けるなど、日本の理学療法の国際的プ

レゼンスの向上に大きく寄与いたしました。その後、第60回日本理学療法学術研修大会を引き続き開催し、国内

における学術交流および専門職能の発展に向けた取り組みを継続したことも特記すべき事業となりました。

また、本会の発展に多大な功績を残された元会長である奈良勲先生ならびに中屋久長先生がご逝去され、本会

として深い哀悼の意を表します。両先生は、我が国における理学療法の制度的基盤の確立および学術的発展に大

きく貢献され、本会の歩みにおいて極めて重要な役割を果たされました。本年度は、両先生の功績を改めて顕彰

するとともに、その理念と志を次世代へ継承していくことの重要性を再認識する一年となりました。

３．医療政策環境への対応

2025年度は、診療報酬改定および新たな地域医療計画の策定が進むなど、医療政策環境において重要な動き

が見られました。

本会は、リハビリテーション医療の質向上と持続可能な提供体制の確保を目指し、関係団体や政策関係者との

連携を図りながら、理学療法士の専門性が医療政策の中で適切に位置づけられるよう働きかけを行いました。

また、本年度は参議院議員選挙および衆議院議員選挙が実施され、政治環境にも変化が見られました。本会と

しては、国民の健康と生活の質の向上に資する理学療法の価値を社会に広く発信するとともに、政策形成に関わ

る関係者との対話を通じて、理学療法の役割に対する理解の促進に努めました。

■公益法人の運営体制の充実を図るための取り組み

定款をはじめとする各種規程の整備を進めました。役員報酬や常勤役員の選定については、委員会を設置し適

切な運営を行っております。

また、事業執行にあたっては、理事会のほか、業務執行理事会および常任理事会を開催し、適切な法人運営に

努めました。さらに、外部監事として専門家である公認会計士による会計監査を受けるなど、公益法人としての

ガバナンス強化にも取り組みました。

■次年度に向けて

2025年度は、重点目標に基づく各種事業の推進を通じて、理学療法士の専門性の向上、地域社会への貢献、

そして国際的プレゼンスの向上に取り組んだ一年でございました。

これまで先人たちが築いてきた理学療法の歩みを礎としながら、理学療法士が国民の健康と生活の質の向上に

貢献する専門職として、社会の中でその役割を十分に発揮できるよう、今後も職能の発展と政策環境の整備の両

面から取り組みを進めてまいります。
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令和７（2025）年度決算報告書案
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【結　　果】

出席した代議員の議決権数のうち過半数の賛成を得たため、定款第17条第1項に基づき、原案の通り可決され

た。

賛成：291（書面表決による賛成14を含む）、反対：0、棄権：1
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第 3 号議案 
法人法関連法令の改正に伴う定款条文の変更に係る 

定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

変更の要旨は、以下の通りである。

【第12条（権限）】

１．�第12条第1項第4号：計算書類名の変更及び総会の承認を必要とされていないために「これらの附属

明細書」を削除

２．�第12条第1項第7号：決議するすべてを列挙する必要があるために追記し、用語を選任に統一した変

更

【第40条（事業計画及び収支予算）】

１．第40条第1項：事業計画及び収支予算に係る作成書類変更に伴い表記を変更

【第41条（事業報告及び決算）】

１．�第41条第1項：附属明細は総会必須書類でないために報告及び承認から削除と財産目録作成しなく

てもよい場合のただし文の追記

２．第41条第1項第4号・第5号：令和6年会計基準に合わせた用語変更

３．附則：変更の運用は令和9年4月1日に開始する事業年度からであるための追加

【第46条（公益認定の取消し等に伴う贈与）、第47条（残余財産の帰属）】

１．第46条第1項：認定法改正に伴う号番号修正と文言統一のための変更

２．第47条第1項：認定法改正に伴う号番号修正と文言統一のための変更

【結　　果】

総代議員の議決権数の3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、原案の通り可決された。

賛成：292（書面表決による賛成14を含む）、反対：0、棄権：0

第 4 号議案 
法人法関連法令の改正に伴う定款条文の追加に係る 

定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

変更の要旨は、以下の通りである。

【第14条（招集）】

１．�第14条第5項：総会の書類提供にあたり電子的提供措置を行う場合、定款掲載が必須であるための

追加

【第50条（情報公開等）】

１．第50条第1項：認定法第3条第2項改正に伴う情報公開等定款掲載のための条文追加
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【結　　果】

総代議員の議決権数の3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、原案の通り可決された。

賛成：291（書面表決による賛成14を含む）、反対：0、棄権：0

第 5 号議案 
正確性を向上させるための定款条文の変更に係る 

定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

変更の要旨は、以下の通りである。

【第17条（決議）】

１．第17条第3項：正確性を期すために法令通りの用語に変更

【第19条（役員の設置）】

１．第19条第3項：正確を期するために根拠となる法人法条項号番号を追記

【結　　果】

総代議員の議決権数の3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、原案の通り可決された。

賛成：290（書面表決による賛成14を含む）、反対：0、棄権：1

第 6 号議案 
法人の構成員要件追加に係る定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

変更の要旨は、以下の通りである。

【第5条（法人の構成員）】

１．�第5条第1項第1号：法令の号欠落のため追記、及び、定款細則廃止に伴い正会員要件で国内在住者

は都道府県理学療法士会に属する旨の追加

２．第5条第3項：定款細則廃止に伴い理事会へ変更

３．第5条第4項：定款細則廃止に伴う変更、及び選ばれることで責務を伴うために用語変更

４．第5条第6項：選び出すだけではなく、選ばれることで責務を伴うために用語変更

５．第5条第10項：不足文字の追加と余分な文字の削除

【結　　果】

総代議員の議決権数の3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、原案の通り可決された。

賛成：288（書面表決による賛成14を含む）、反対：1、棄権：3
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第 7 号議案 
定款細則廃止等に伴う会員資格喪失要件追加に係る 

定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

変更の要旨は、以下の通りである。

【第10条（会員資格の喪失）】

１．第10条第1項第1号：定款細則廃止と休会制度の変更に伴い、主語を明確化し会費納入履行期限を変更

２．第10条第1項第5号：会員資格取得要件追加に伴い、喪失要件を追加

【結　　果】

総代議員の議決権数の3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、原案の通り可決された。

賛成：254（書面表決による賛成14を含む）、反対：20、棄権：18

第 8 号議案 
「選任」への用語変更を行うにあたっての定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

変更の要旨は、以下の通りである。

【第15条（議長）、第18条（議事録）】

１．第15条：責務を伴う選び出しであるため「選任」に用語を変更

２．第18条：責務を伴う選び出しであるため「選任」に用語を変更

【結　　果】

総代議員の議決権数の3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、原案の通り可決された。

賛成：286（書面表決による賛成13を含む）、反対：0、棄権：0

第 9 号議案 
役員の制限付き選任等に係る定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

変更の要旨は、以下の通りである。

【第20条（役員の選任）】

１．第20条第1項：外部役員以外は正会員の中からの制限付き選任であることを追記

２．第20条第2項：会長候補者の総会選出権限を定款に追記

３．第20条第5項：役員候補者選出に当たっての付議する方法を追記
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【結　　果】

総代議員の議決権数の3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、原案の通り可決された。

賛成：258（書面表決による賛成13を含む）、反対：19、棄権：9

第 10 号議案 
法令に抵触する恐れのある文章削除に係る定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

変更の要旨は、以下の通りである。

【第21条（理事の職務及び権限）】

１．第21条第2項：会長の職務代行は法令に抵触するために削除

【結　　果】

総代議員の議決権数の3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、原案の通り可決された。

賛成：287（書面表決による賛成13を含む）、反対：0、棄権：1

第 11 号議案 
役員の資格喪失要件の追記に係る定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

変更の要旨は、以下の通りである。

【第25条（役員資格の喪失）】

１．�第25条：定款上これまでは、会員権利停止等になっても役員資格喪失要件がなかったため、役員は継続で

きる制度になっていたため、それを是正するための追記

【結　　果】

総代議員の議決権数の3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、原案の通り可決された。

賛成：288（書面表決による賛成13を含む）、反対：0、棄権：0
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第 12 号議案 
政策参与の名称追記等に係る定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

変更の要旨は、以下の通りである。

【第28条（顧問、相談役及び政策参与）】

１．第28条第1項：政策参与も、顧問及び相談役同様に重要な機関であるため条文に政策参与の名称追記

２．第28条第2項：条文に政策参与の名称追記

３．第28条第2項第1号：「選ぶ」を「選任」へ、「理事会」を「役員」への変更

４．第28条第2項第2号：「選ぶ」を「選任」へ変更するとともに役割を具体的に追記

５．第28条第2項第3号：政策参与の選任元と、その役割について追記

６．第28条第3項：一部定款の定めがあるための追記と政策参与の名称追記

【結　　果】

総代議員の議決権数のうち3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、原案の通り可決された。

賛成：258（書面表決による賛成13を含む）、反対：24、棄権：6

第 13 号議案 
章名称変更等の追記に係る定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

変更の要旨は、以下の通りである。

【第29条（構成）】

１．第6章：常任理事会並びに業務執行理事会を条文追加するにあたっての章の名称変更

２．第29条第3項：定款と理事会運営規程等の紐づけを明示するための追記

【結　　果】

総代議員の議決権数の3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、原案の通り可決された。

賛成：288（書面表決による賛成13を含む）、反対：0、棄権：0

第 14 号議案 
常任理事会の定款掲載に係る定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

新規追加の要旨は、以下の通りである。

【第34条（常任理事会）】

１．�第34条第1項：構成員並びに協議・検討事項を記載するとともに、総会や理事会の権限制約するものでは

ないことの明記
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２．第34条第2項：招集権者と開催要件を明記

【結　　果】

総代議員の議決権数の3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、原案の通り可決された。

賛成：289（書面表決による賛成13を含む）、反対：0、棄権：0

第 15 号議案 
業務執行理事会の定款掲載に係る定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

　新規追加の要旨は、以下の通りである。

【第35条（業務執行理事会）】

１．�第35条第1項：構成員並びに協議・検討事項を記載するとともに、総会や理事会の権限制約するものでは

ないことの明記

２．第35条第2項：追加出席の手続きを明記

３．第35条第3項：開催要件を明記

【結　　果】

執行部提案に対し、代議員から第35条第3項について、第14号議案で可決された第34条第2項同様、会長が招

集することを明確にすべく、「業務執行理事会は会長が招集し、構成員（前項に基づき出席した者を除く）の過半

数が出席しなければ開催することができない。」へと改正する旨の修正動議がなされ、総会議事運営規程第12条

第2項に基づき、原案に最も遠い修正案より先に採決を行った結果、

総代議員の議決権数の3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、修正案が可決された。

賛成：225、反対：35、棄権：14

第 16 号議案 
常設委員会の定款掲載に係る定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

新規追加の要旨は、以下の通りである。

【第36条（委員会）】

１．第36条第1項：常設委員会は定款に掲載することと、かつ、総会や理事会の権限制約するものではないこ

との明記が望まれているために追記

２．第36条第2項：委員会名と総会での選任について明記

３．第36条第3項：委員会名と理事会での選任について明記

４．第36条第4項：諮問委員会等の「その他の機関」の理事会での選任について明記

５．第36条第5項：機関の任務、構成等は理事会決議で別に定める旨を明記
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【結　　果】

総代議員の議決権数の3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、原案の通り可決された。

賛成：289（書面表決による賛成13を含む）、反対：0、棄権：0

第 17 号議案 
事務局の定款掲載に係る定款改正案の承認を求める件

【提案理由】

新規追加の要旨は、以下の通りである。

【第37条（事務局）】

１．第37条第1項：本会の重要な機関である事務局を定款に掲載するために追記

２．第37条第2項：事務局の職員体制について明記

３．第37条第3項：法人法に則り重要な職員の任命について明記

４．第37条第4項：事務局の組織及び運営等に関する事項を別に定める旨について明記

【結　　果】

総代議員の議決権数の3分の2の賛成を得たため、定款第17条第2項に基づき、原案の通り可決された。

賛成：290（書面表決による賛成13を含む）、反対：0、棄権：0

第 18 号議案 
定款細則廃止等に伴う変更、および委員追加や用語の定義追加等に係る 

総会議事運営規程改正案の承認を求める件

【提案理由】

変更の要旨としては、委員へ業務執行権を有する専務理事を追加することでコンプライアンスを担保し、定款

細則廃止や用語の不整合、誤解が生じにくいような文章の修正等を行った。変更点は、以下の通りである。

１．第１条：定款細則廃止に伴い「・定款細則」を削除

２．第２条：�構成員に専務理事を加えた7名に変更、選出を選任・選定に用語変更、及び会議中を総会開催中

へと用語の統一と正確な表現に変更

３．第３条：選出を選任に改めるとともに、専務理事追加に伴う変更並びに用語の簡素化

４．第４条：より正確な表現に変更

５．第５条：議長の再定義と選任方法を明快化

６．第６条：正副議長それぞれの責務を明快化と運用実態に合わせた修正

７．第８条：正確を期するための追記と、「電子媒体」を「電磁的方法」に変更

８．第９条：より正確な表現への変更と代理人に定義等を追加

９．第11条：議長から正議長へ変更

10．第12条：議長から正議長へ変更、電子投票追記に伴う変更及び動議における取扱を詳細に変更

11．第14条：遵守事項を新規追記
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12．第15条：前条追加により、条番号が1つ繰上り変更

【結　　果】

執行部提案に対し、代議員から第14条について、削除に関する修正動議がなされ、総会議事運営規程第12条

第2項に基づき、原案に最も遠い修正案より先に採決を行った結果、修正案は反対多数により否決となり、次い

で原案の採決を行った結果、出席した代議員の議決権数のうち過半数の賛成を得たため、定款第17条第1項に基

づき、原案の通り可決された。

賛成：185（書面表決による賛成13を含む）、反対：75、棄権：29

第 19 号議案 
処分決定プロセス変更に係る懲戒規程改正案の承認を求める件

【提案理由】

変更の要旨としては、弁護士より法人法の主旨に照らし合わせ、総会・理事会・業務執行理事の機関以外が業

務決定権を持っているような規程は修正が必要であるとの意見を受けて、委員会は審査機関、会長が除名以外の

処分決定者に変更したい。変更点は、以下の通りである。

１．第４条第1項：都道府県理学療法士会からの推薦要件を追記

２．第４条第3項：理事会から推薦を受けたものの中途退任に備えた文章追加

３．第５条：構成員背景をより明快化するとともに、性についての表現変更

４．第９条：任期期限の「日」を「時」に統一する変更

５．第10条：�主語を明確化し、都道府県理学療法士会長等の定義追加を行うとともに、報告受理者が対象と

なった場合の備えを追記

６．第15条：すべての法令違反を対象としているために追記

７．第17条：懲戒委員会は処分決定権限を有しないため第2項第3項を削除

８．第18条：処分決定手続きを追記

９．第19条：プロセス変更に伴う用語変更

10．第20条：第10条の都道府県理学療法士会長等の定義追加に連動した変更

11．第22条：決定者表記変更と本規程変更に伴う条項変更等

【結　　果】

出席した代議員の議決権数のうち過半数の賛成を得たため、定款第17条第1項に基づき、原案の通り可決され

た。

賛成：289（書面表決による賛成13を含む）、反対：0、棄権：0
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第 20 号議案 
議事運営委員の承認を求める件

【提案理由】

総会議事運営規程第3条の定めるところにより、次期議事運営委員選出の承認を求めたい。

［任期］第55回定時総会（2026年度）終了後から第56回定時総会（2027年度）終了まで

［選出すべき議事運営委員］代議員（5人）

代議員（5人）：柿澤雅史（北海道）、大畑剛（高知）、増田崇（奈良）、南出光章（三重）、及川龍彦（岩手）

［会長指名による議事運営委員］事務局職員（1人）、専務理事（1人）

事務局職員：中尾弘丈（日本理学療法士協会）、専務理事：白石浩（日本理学療法士協会）

【結　　果】

当日立候補した4人の代議員を含む5人について、出席した代議員の議決権数のうち過半数の賛成を得

たため、定款第17条第1項に基づき、原案の通り可決された。

第 21 号議案 
選挙管理委員の承認を求める件

【提案理由】

選挙管理委員会規程第2条第3項の定めるところにより、選挙管理委員を選任したい。

［任期］選任された総会終結のときから4年後の総会終結のときまで（2年ごとに3名ずつ選任）

［委員］任期4年：栗田慎也（東京都）、小林元彰（岡山県）、堀健太郎（東京都）

【結　　果】

出席した代議員の議決権数のうち過半数の賛成を得たため、定款第17条第1項に基づき、原案の通り可

決された。

第 22 号議案 
常勤役員要件審査委員の承認を求める件

【提案理由】

常勤役員要件審査委員会規程第4条の定めるところにより、常勤役員要件審査委員および次点委員選出

の承認を求めたい。

［任期］第55回定時総会（2026年度）の日から2年後の総会にあたる第57回定時総会（2028年度）前日まで

［選出すべき常勤役員要件審査委員］

理事もしくは理事経験者（1人）：間瀬教史（兵庫県）
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代議員（4人）：大住崇之（千葉県）、喜瀬真雄（沖縄県）、佐藤勢（福島県）、佐藤義文（北海道）

［選出すべき常勤役員要件審査次点委員］

理事もしくは理事経験者（1人）：黒澤和生（埼玉県）

　　　　　　　　代議員（1人）：峰松一茂（佐賀県）

【結　　果】

出席した代議員の議決権数のうち過半数の賛成を得たため、定款第17条第1項に基づき、原案の通り可

決された。

第 23 号議案 
懲戒委員の承認を求める件

【提案理由】

懲戒規程第4条の定めるところにより、懲戒委員（理事会推薦者）を選任したい。

【任期】

本委員の任期は、前任者の残任期間とし、第56回定時総会の終結の時までとする。

ただし、審査中の事案がある場合、当該事案に関わる審査が終結する日まで。

【選任すべき懲戒委員】

小塚直樹（北海道）

【結　　果】

出席した代議員の議決権数のうち過半数の賛成を得たため、定款第17条第1項に基づき、原案の通り可

決された。

報告事項３．2026年度事業計画、予算について

2026年度事業計画

2026年度の事業計画を検討する際に、内外の環境認識を踏まえ、2023年度の重点事業として本会が策定

をした「公益社団法人としての中長期計画」（以下、中長期計画）、経済財政運営と改革の基本方針2025

（以下、骨太の方針2025）等で示された政府の方針、第54回定時総会での代議員からの提案に加え、これ

までの本会事業の経緯や財務状況などを総合的に鑑みる必要がある。

本会内の環境認識として、本会は、社会環境の変化やコロナ禍、学会法人化、生涯学習制度見直しなど

を背景に、入会会員微増から微減・休会会員増加および退会会員増加により会員数は停滞している。その

改善に全ての施策に取り組むことは言うまでもないが、会員増加期に作り上げられたシステムを中長期的

に持続可能なシステムに転換することが求められる。一方、多くの職種で労働力が不足しているなか、理

学療法に対する社会的要請や他産業からの期待は高まっている。こうした本会内と外で本会ならび理学療

法士の将来に対する認識が異なることを共有していくことが課題である。本会外の環境認識として、国内
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では人口・生産年齢減少・少子高齢化による医療制度の変革、地域包括ケアシステムの推進、テクノロジー

の進化・活用、スポーツ振興、人材不足と働き方改革等の推進と共に、物価上昇を上回る賃上げを普及・

定着させる動きが挙げられる。

一方、国際的にはグローバル化への対応、グローバルヘルスの課題、パンデミック・自然災害・環境問

題と公衆衛生、等が重要な課題に挙げられる。

2026年度事業計画・予算案を作成するにあたり、中長期計画で示されている「アクセスしやすい理学療

法の提供」「理学療法の質向上」「質の高い人材確保」「会員サービスの強化（賛助会員を含む）」「組織運営

体制の強化（協会組織・事務局組織全体）」の5 項目の中長期ビジョンを重点目標とする。

次に、骨太の方針2025で、「自立支援・在宅復帰・社会復帰に向けたリハビリテーションの推進に取り

組む。」「高齢者の社会参加促進や要介護認定率の低下に向け、データを活用したエビデンスに基づく取組

として、地域の多様な主体の連携協力や、成果指向型の取組等による効果的な介護予防やリハビリテー

ションを充実する。」と明記されたことを重視するとともに、「医療・介護・障害福祉等の公定価格の分野

の賃上げに確実につながる『公定価格（医療・介護・保育・福祉等）の引上げ』」「高齢化による増加分に

相当する伸びに経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分（物価上昇を1％程度上回る）を加算す

る。」は注目すべきである。他にも本会が事業を計画する上で考慮すべき以下の具体的な視点があると考え

る。

＜以下、骨太の方針2025より抜粋＞

① �人口減少下にあっても、経済のパイを縮小させないためのイノベーションや生産性の向上、そして、

その前提となる質の高い雇用の確保のために、労働者一人一人の雇用の質・労働生産性を向上させ

る。

② �「若者や女性にも選ばれる地方」を実現する。多様な価値観を持つ者が互いに尊重し合い、自己実現

を進めていくことができる環境整備を進める。

③ �スポーツが持つ力を地域・経済の活性化につなげる。スポーツを通じたライフパフォーマンス向上、

パラスポーツの振興（日本パラスポーツ協会や全日本ろうあ連盟、スペシャルオリンピックス日本等

との連携を含む。）に取り組む。

④ �医療・介護ＤＸの技術革新の迅速な実装により、全国で質の高い効率的な医療・介護サービスが提供

される体制を構築する。医療・介護ＤＸやＩＣＴ、介護テクノロジー、ロボット・デジタルの実装や

データの二次利用の促進、タスクシフト／シェアなど、医療・介護・障害福祉分野の生産性向上・省

力化を実現する。

⑤ �インターネット上の偽・誤情報を含む違法・有害情報への対応として、技術開発、官民連携による意

識啓発、デジタル広告の適正配信に向けた取組を行う。

⑥ �国難級の大規模災害の発生が懸念される我が国において、国民の生命を守り抜き、国家・社会の機能

を維持するため、複合的な災害の発生などにも備え、保健医療福祉活動チーム等の体制整備・人材育

成に取り組む。

⑦�「 誰一人取り残されない社会」の実現に向け、国民一人一人が生きがいや役割を持つ包摂的な地域共

生社会を実現する。「障害者基本計画（第5次）」に基づき、就労や地域生活の支援を促進する。

⑧ �医療・介護ニーズを抱える高齢者や独居高齢者が増加する中、要介護状態や認知症になっても住み慣
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れた地域で安心して暮らせるよう、中長期的な介護サービス提供体制の確保のための方向性を2025

年中にまとめる。

⑨ �保険外併用療養費制度の対象範囲の拡大や保険外診療部分を広くカバーし、公的保険を補完する民

間保険の開発を促す。

⑩ 健康経営の普及に取り組む。

⑪ �ＥＲＩＡと連携した外国医療人材育成、医療インバウンドを含む健康・医療・介護関連の国際展開、

低所得国を中心にした感染症対策や保健システム強化等の国際保健課題対策に係る貢献を促進する。

なお、第54回定時総会で中心的テーマとなった組織の説明責任、制度の運用改善、会員との信頼形成、

に対応する事業を計画していくことが喫緊の課題である。

これらを踏まえ、国民の健康と幸福を実現するために、理学療法士の社会的地位の向上と国内外に貢献

できる体制を整えることを目指した2026年度事業計画が求められる。2026年度も引き続き理学療法士が将

来に向けて更なる飛躍を遂げるための事業を重点事業とした。

一方、事業計画・予算編成過程において、予算上限を設定し、定款に定める7事業に沿って、組織力の

強化につながる各種新規事業の立案や既存業務の改善・整理等に努め、より国民および会員のための事業

計画とした。

なお、予算は保守的に組むという方針は継続する事とした。また、役職員が一丸となって工夫や努力を

行う体制をより確実に継続し、公益法人としての費用対効果をさらに高めるため、都道府県士会や学会連

合との対話を深めるなど、さらに積極的に取り組んでいきたい。

【基本方針】

１．�従来より本会は、医療・介護等の現場の課題、社会の状況や国民のニーズの変化、国の政策方針や施

策の動向を踏まえ、国民の医療・保健・福祉や公衆衛生の増進に寄与すべく「理学療法士の質の向上」、

「理学療法士の職域の防衛と拡大」、「組織運営強化」の3 つを重点目標とし、数多くの事業に取り組ん

できた。この3点については、本会の中核事業として恒常的なものとする。なお、会員の多くが従事し

ている病院・施設における公的保険・法定理学療法分野の強化・充実を図ると共に、生涯学習制度で

取得した登録理学療法士、認定理学療法士、専門理学療法士のそれぞれの認証が理学療法士の職域の

強化と拡大につながる活動を強化しなければならない。加えて、訪問リハビリテーションの開設要件

の拡大も同様である。

２．�2026年度は、社会と人々および会員のニーズを踏まえた選択と集中の考え方で、短期間で早急に成果

を出す必要性の高いもの、優先して取り組むべきものを2026年度重点事業とする。

2026年度重点事業

Ⅰ．専門職としてのキャリアデザインの支援

　労働人口が減少し、国民の複雑化するニーズに応えていくためには、就業する理学療法士の領域・地

域偏在の改善はもとより、全ての理学療法士が個々の能力を伸ばしていくことを保証することが目標で

ある。

　生涯学習制度の普及・推進強化、指定規則等改正検討事業、卒前卒後教育シームレス化検討事業、4 
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年制大学化推進事業、適正な報酬改定と処遇改善、が重点事業となる。

Ⅱ．全世代の心身機能を支える理学療法業務の強化・推進

　2040年に向けて様々な社会的課題が想定されるが、どのように社会状況が変化しても、理学療法に

は変わらず全ての世代の健康と福祉、活動と参加に寄与する心身機能を支え、その暮らしに寄り添うこ

とが求められている。地域に根付いた理学療法を届けることにより、あらゆる世代を支えていく取り組

みを進めることが目標である。公衆衛生等理学療法業務構築・検討部会、が重点事業となる。

Ⅲ．地域におけるリハビリテーションと健康づくり・予防を支える理学療法士の自律性の向上

　労働人口の減少から生じる課題の改善には、理学療法士一人一人が発揮する能力の向上や理学療法提

供の効率性を図り、理学療法士の労働生産性を高めることが目標である。公的保険領域の理学療法の提

供体制強化、産業保健領域業務推進事業、フレイル予防、認知症予防、地域支援・総合事業推進部会、

スポーツ（競技・健康・障害）理学療法の全国展開・推進事業、認定スクールトレーナー ®・学校保健、

が重点事業となる。

Ⅳ．本会事業全体を支える組織基盤強化

　本会事業全体を支える組織基盤の整備・強化は、公益法人として様々な事業の着実かつ円滑な実施の

土台となるものであり、その充実・強化に注力することが目標である。入会促進および会員定着促進な

ど組織強化活動、選挙制度・組織、定款・規則の見直し、理学療法関連情報配信事業、が重点事業とな

る。

３．�中長期計画の内容、2024年度から数カ年での具体的な成果が想定でき、その実現に向けての取り組み

が現実的な事業と位置付けた4 年制大学化推進部会、公衆衛生等理学療法業務構築・検討部会,指定規

則等改正検討事業、「処遇改善」に係る事業や「災害支援」に係る諸規程の整備事業を引き続き重点課

題とする。2026年度は新たに、組織の説明責任、制度の運用改善に対応する事業を重点課題に加え

る。

４．�本会は、いうまでもなく我が国の全国組織で唯一の理学療法士を会員とする公益法人である。「尊厳あ

る自立とくらしを守る」を理念として掲げる法人として、会員をはじめとする国民の利益に繋がる諸

施策、政策提言を実行する。そのためには、士会・協会・学会・連盟の役割を鑑み、士会からの事業

提案、学会や連盟との連携、会員や関係団体の意見や要望に一層耳を傾け、理学療法士に関するシン

クタンク的機能とロビー活動を強化していき、国内外に有効な政策提言、要望活動に取り組む。その

ため、政策活動の情報共有及び政策提言人財育成事業、をより一層重視し、組織運営体制の強化にも

つなげる。

５．�協会の事業計画を遂行するに当たり、本会の会議運営や災害支援に関する対応、役職員のエンゲージ

メント向上、職員の能力を最大限に発揮できる環境づくりを含めた諸規程の見直しを行う。また、組

織の説明責任、制度の運用改善、会員との信頼形成に集約される第54回総会で指摘された課題解決

に注力する。
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１．国民の健康と福祉の増進並びに障害と疾病の予防に資する事業 予算額(円) 183,010,000

２．理学療法における学術及び科学技術の振興に資する事業 予算額(円) 202,236,000

１）理学療法士の学術技能向上事業
リカレント事業支援
理学療法の普及のための講習会・研修会事業
理学療法士の学術技能のための効果的な資料開発・運営関連事業
新人教育プログラム、認定・専門理学療法士関連事業

2）学術・研究普及事業
学術誌発行事業
学術情報提供事業

3）学会事業
学術大会・研究会等の開催
第61回学術研修大会事業

4）理学療法科学の発展に寄与する助成事業
理学療法研究助成事業

３．国際協力及び貢献に資する事業 予算額(円) 37,889,000

健康構想・国際協力・関係醸成関連事業
グローバリゼーション・国際交流・人材育成関連事業

令和8年度(2026年)事業計画

公益社団法人日本理学療法士協会

2026年度事業名

リハビリテーション専門職団体協議会
予防領域での理学療法士の活用環境整備・検討事業

１）各種知識・技術の啓発支援事業
運動器の健康・日本協会
学校保健推進事業
介護予防推進事業
（障がい者）スポーツ支援推進事業

２）理学療法の普及事業
チーム医療の普及に関する事業
組織委託費（生涯学習、理学療法週間）
ＷＥＢ、広報誌等による理学療法普及事業
国際福祉機器展での広報啓発活動
理学療法の日啓発費用

３）理学療法の標準化事業
理学療法の標準化（標準評価の確立含む）

４）リハビリテーション政策立案事業

５）制度改正の正しい理解・普及事業
病期別理学療法モデル構築・普及促進事業

６）リハビリテーション発展に寄与する助成事業
障害者団体への助成事業

１）国際協力事業
2026年度事業名

2026年度事業名

２）国際調査・情報収集事業
国際渉外・検証事業
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４．教育機関に協力し、健康並びに教育の向上に資する事業 予算額(円) 15,062,000

５．理学療法に関する刊行物の発行及び調査研究事業 予算額(円) 125,552,000

その他事業 予算額(円) 17,550,000

１）その他事業
理学療法士賠償保険全員加入
理学療法士賠償保険任意加入徴収

１）教育に資する事業

理学療法士養成校の記念品贈呈事業

2026年度事業名

１）調査事業

ファックス通信
ニュース発行

HP構築事業

2026年度事業名

日本理学療法士教員協議会事業
教員養成長期講習会支援事業

指定規則改定等検討事業

理学療法に関する調査事業

２）情報収集および広報事業

メールマガジン配信事業

臨床実習指導者講習会事業
リハビリテーション教育評価機構支援事業

国庫補助金事業
診療報酬・介護報酬等各種調査研究事業
理学療法士の労働環境改善調査事業

2026年度事業名
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当年度予算額 前年度予算額 増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部
（１）経常収益

特定資産運用益 2,120,000 800,000 1,320,000
特定資産受取利息 2,120,000 800,000 1,320,000

受取入会金 36,100,000 34,300,000 1,800,000
受取入会金 35,550,000 33,750,000 1,800,000
受取特別入会金 550,000 550,000 0

受取会費 1,173,400,000 1,177,360,000 △ 3,960,000
受取会費 1,168,200,000 1,172,480,000 △ 4,280,000
受取賛助会費 5,200,000 4,880,000 320,000

事業収益 181,964,000 197,742,000 △ 15,778,000
広告収益 700,000 1,100,000 △ 400,000
研修会収益 85,626,000 70,722,000 14,904,000
学術研修大会収益 33,315,000 70,010,000 △ 36,695,000
資格試験審査料等 62,323,000 55,910,000 6,413,000

雑収益 10,700,000 14,210,000 △ 3,510,000
保険事務手数料 1,800,000 1,800,000 0
雑収益 8,900,000 12,410,000 △ 3,510,000

経常収益計 1,404,284,000 1,424,412,000 △ 20,128,000
（２）経常費用

事業費 1,054,043,000 1,081,669,000 △ 27,626,000
役員報酬 53,384,000 50,791,000 2,593,000
給料手当 138,600,000 140,840,000 △ 2,240,000
臨時雇賃金 316,000 191,000 125,000
賞与 24,850,000 25,200,000 △ 350,000
賞与引当金繰入額 12,600,000 12,600,000 0
退職給付費用 11,200,000 6,300,000 4,900,000
役員退職慰労引当金繰入額 6,985,000 6,670,000 315,000
法定福利費 34,412,000 33,600,000 812,000
派遣料 22,890,000 22,932,000 △ 42,000
会議費 1,511,000 2,214,000 △ 703,000
旅費交通費 22,941,000 28,178,000 △ 5,237,000
通信運搬費 73,657,000 75,628,000 △ 1,971,000
減価償却費 98,000,000 98,000,000 0
消耗什器備品費 5,432,000 6,998,000 △ 1,566,000
修繕費 70,000 70,000 0
印刷製本費 22,578,000 31,843,000 △ 9,265,000
光熱水料費 2,940,000 3,570,000 △ 630,000
リース料 730,000 733,000 △ 3,000
賃借料 8,770,000 24,632,000 △ 15,862,000
諸謝金 32,027,000 28,342,000 3,685,000
諸会費 44,982,000 42,408,000 2,574,000
支払負担金 1,980,000 1,980,000 0
支払助成金 77,440,000 79,340,000 △ 1,900,000
委託費 173,146,000 176,791,000 △ 3,645,000
士会援助金 106,900,000 106,900,000 0
ブロック援助金 15,850,000 15,850,000 0
保険料 17,550,000 17,760,000 △ 210,000
手数料 1,659,000 1,932,000 △ 273,000
租税公課 8,400,000 6,650,000 1,750,000
会費徴収手数料 30,650,000 30,425,000 225,000
雑費 1,593,000 2,301,000 △ 708,000

令和8年度(2026年)収支予算書
自　令和 8年　4月　1日　　至　令和 9年　3月　31日

公益社団法人日本理学療法士協会
(単位：円）

科　目
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当年度予算額 前年度予算額 増　減
管理費 412,322,000 440,112,000 △ 27,790,000

役員報酬 21,346,000 20,609,000 737,000
給料手当 59,400,000 60,360,000 △ 960,000
賞与 10,650,000 10,800,000 △ 150,000
賞与引当金繰入額 5,400,000 5,400,000 0
退職給付費用 4,800,000 2,700,000 2,100,000
役員退職慰労引当金繰入額 2,190,000 2,130,000 60,000
法定福利費 14,748,000 14,400,000 348,000
派遣料 9,810,000 9,828,000 △ 18,000
会議費 3,165,000 2,763,000 402,000
旅費交通費 22,981,000 30,108,000 △ 7,127,000
通信運搬費 23,190,000 19,528,000 3,662,000
減価償却費 42,000,000 42,000,000 0
消耗什器備品費 16,332,000 14,528,000 1,804,000
修繕費 30,000 30,000 0
印刷製本費 8,764,000 14,301,000 △ 5,537,000
光熱水料費 1,260,000 1,530,000 △ 270,000
賃借料 11,248,000 8,539,000 2,709,000
委託費 105,371,000 129,080,000 △ 23,709,000
リース料 314,000 695,000 △ 381,000
渉外費 3,800,000 4,260,000 △ 460,000
手数料 711,000 828,000 △ 117,000
租税公課 4,099,000 2,872,000 1,227,000
会費徴収手数料 30,650,000 30,425,000 225,000
保険料 880,000 979,000 △ 99,000
諸謝金 5,432,000 4,933,000 499,000
諸会費 1,401,000 1,476,000 △ 75,000
会員証発行費 2,300,000 4,960,000 △ 2,660,000
雑費 50,000 50,000 0

経常費用計 1,466,365,000 1,521,781,000 △ 55,416,000
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 62,081,000 △ 97,369,000 35,288,000
特定資産評価損益等 0 0 0
評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 △ 62,081,000 △ 97,369,000 35,288,000
２．経常外増減の部 0

（１）経常外収益 0
経常外収益計 0 0 0
（２）経常外費用 0
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減 △ 62,081,000 △ 97,369,000 35,288,000

科　目
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公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引 合　計
Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部
（１）経常収益

特定資産運用益 2,120,000 2,120,000
特定資産受取利息 2,120,000 2,120,000

受取入会金 36,100,000 36,100,000
受取入会金 35,550,000 35,550,000
受取特別入会金 550,000 550,000

受取会費 589,300,000 584,100,000 1,173,400,000
受取会費 584,100,000 584,100,000 1,168,200,000
受取賛助会費 5,200,000 5,200,000

事業収益 181,964,000 181,964,000
広告収益 700,000 700,000
研修会収益 85,626,000 85,626,000
学術研修大会収益 33,315,000 33,315,000
資格試験審査料等 62,323,000 62,323,000

雑収益 6,750,000 1,800,000 2,150,000 10,700,000
保険事務手数料 0 1,800,000 1,800,000
雑収益 6,750,000 2,150,000 8,900,000

経常収益計 816,234,000 1,800,000 586,250,000 0 1,404,284,000
（２）経常費用

事業費 1,035,293,000 18,750,000 1,054,043,000
役員報酬 53,384,000 53,384,000
給料手当 138,600,000 138,600,000
臨時雇賃金 316,000 316,000
賞与 24,850,000 24,850,000
賞与引当金繰入額 12,600,000 12,600,000
退職給付費用 11,200,000 11,200,000
役員退職慰労引当金繰入額 6,985,000 6,985,000
法定福利費 34,412,000 34,412,000
派遣料 22,890,000 22,890,000
会議費 1,511,000 1,511,000
旅費交通費 22,941,000 22,941,000
通信運搬費 73,657,000 73,657,000
減価償却費 98,000,000 98,000,000
消耗什器備品費 5,432,000 5,432,000
修繕費 70,000 70,000
印刷製本費 22,578,000 22,578,000
光熱水料費 2,940,000 2,940,000
リース料 730,000 730,000
賃借料 8,770,000 8,770,000
渉外費 0 0
諸謝金 32,027,000 32,027,000
諸会費 44,982,000 44,982,000
支払負担金 1,980,000 1,980,000
支払助成金 77,440,000 77,440,000
委託費 173,146,000 173,146,000
士会援助金 106,900,000 106,900,000
ブロック援助金 15,850,000 15,850,000
保険料 0 17,550,000 17,550,000
手数料 1,659,000 1,659,000
租税公課 8,400,000 8,400,000
会費徴収手数料 29,450,000 1,200,000 30,650,000
雑費 1,593,000 1,593,000

(単位：円）
科　目

令和8年度(2026年)収支予算書内訳表
自　令和 8年　４月　１日　　至　令和 9年　3月　31日

公益社団法人日本理学療法士協会
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公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引 合　計
管理費 412,322,000 412,322,000

役員報酬 21,346,000 21,346,000
給料手当 59,400,000 59,400,000
賞与 10,650,000 10,650,000
賞与引当金繰入額 5,400,000 5,400,000
退職給付費用 4,800,000 4,800,000
役員退職慰労引当金繰入額 2,190,000 2,190,000
法定福利費 14,748,000 14,748,000
派遣料 9,810,000 9,810,000
会議費 3,165,000 3,165,000
旅費交通費 22,981,000 22,981,000
通信運搬費 23,190,000 23,190,000
減価償却費 42,000,000 42,000,000
消耗什器備品費 16,332,000 16,332,000
修繕費 30,000 30,000
印刷製本費 8,764,000 8,764,000
光熱水料費 1,260,000 1,260,000
賃借料 11,248,000 11,248,000
委託費 105,371,000 105,371,000
リース料 314,000 314,000
渉外費 3,800,000 3,800,000
手数料 711,000 711,000
租税公課 4,099,000 4,099,000
会費徴収手数料 30,650,000 30,650,000
保険料 880,000 880,000
諸謝金 5,432,000 5,432,000
諸会費 1,401,000 1,401,000
会員証発行費 2,300,000 2,300,000
雑費 50,000 50,000

経常費用計 1,035,293,000 18,750,000 412,322,000 0 1,466,365,000
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 219,059,000 △ 16,950,000 173,928,000 0 △ 62,081,000
特定資産評価損益等 0 0 0 0 0
評価損益等計 0 0 0 0 0

当期経常増減額 △ 219,059,000 △ 16,950,000 173,928,000 0 △ 62,081,000
２．経常外増減の部

（１）経常外収益
経常外収益計 0 0 0 0 0
（２）経常外費用
経常外費用計 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0
当期一般正味財産増減 △ 219,059,000 △ 16,950,000 173,928,000 0 △ 62,081,000

科　目
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資金調達及び設備投資の見込み

（令和８年４月１日～令和９年３月31日）

１．資金調達の見込みについて

　　当年度における借入予定なし

２．設備投資の見込みについて

　　当年度における設備投資予定なし

３．その他（特定資産等の収支見込み）

　　財政安定化積立金支出として、３，６００万円を予定している。

　　70周年記念事業積立金支出として、１，０００万円を予定している。
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発　　　行：公益社団法人日本理学療法士協会
　　　　　　〒106-0032　東京都港区六本木7-11-10
　　　　　　電話　03-5843-1747（代表）

報告事項1．2025年度監査報告について

太田監事より2025年度監査報告について報告がなされた。

報告事項2．定款細則廃止について

湯元副会長より定款細則廃止について報告がなされた。

報告事項3．2026年度事業計画、予算について

事前説明動画を配信しているため、説明は割愛された。

報告事項4．休会制度の運用変更について

白石専務理事より休会制度の運用変更について報告がなされた。

報告事項5．2025年度本会会員の叙勲受章について

斉藤会長より2025年度本会会員の叙勲受章について報告がなされた。


